
平成31年度 高知市立高等学校臨時教員募集要項 

 

   高 知 市 教 育 長 

 

平成31年度において高知商業高等学校に配置する臨時教員を次のとおり募集します。 

 

１ 募集する職種及び教科等 

 ⑴ 講  師  国語，地理歴史，公民，数学，理科，保健体育，芸術（工芸を除く。）， 

英語，家庭，商業及び養護 

 ⑵ 実習助手  主として商業に関する実習に必要な準備及び整理等の業務を行う。 

 

２ 応募できる人 

 ⑴ 講師においては，現に希望する教科に対応する高等学校の教員の普通免許状を所有する人

（平成31年３月31日までに取得することが確実な人を含む。）又は臨時免許状を現に所有し

ている人 

⑵ 実習助手においては，学校教育法に定める高等学校以上の学校を卒業した人（平成31年３

月31日までに高等学校卒業見込みの人を含む。）又は教育委員会がこれと同等の資格を有す

ると認めた人 

 ⑶ 地方公務員法第16条又は学校教育法第９条の欠格条項に該当しない人 

⑷ 障害のある人は，上記⑴～⑶に加え，身体障害者手帳，精神障害者保健福祉手帳又は療育

手帳の交付を受けている人 

 

３ 応募の手続 

  次の書類を提出してください。（ア～ウは別紙様式のもの） 

ア 志 願 書             ・・・（第１号様式） 

イ 申 告 書             ・・・（第１号様式） 

ウ 健康診断書             ・・・（第２号様式） 

健康診断書は，採用に関する連絡があった後，ご提出ください。年度当初の配置は，

始業式までの期間が短いことから，速やかな審査を行い，学校への配置を行うためにも，

予め健康診断を受診され，採用に関する連絡に備えてください。 

健康診断書は，平成31年２月１日以降の日付で作成されたもの，年度途中の場合は，提

出前30日以内の日付で作成されたものに限ります。 

エ 講師を希望する者は，教員免許状授与証明書の原本。（一度提出いただくと，以後の

提出は不要とします）ただし，現在大学在学中で教員免許状取得見込みである人は，教

員免許状取得後，すみやかに提出してください。 

  複数の免許を所有している方は，希望する教科の授与証明書のみの提出で結構です。 

オ 最終学校の卒業（修了）証明書・成績証明書の原本（平成12年度以降に提出している

場合は不要） 

※ 高知市教育委員会の正規の教員として勤務した後，退職された方については，上記

エ・オの提出は必要ありません。 

※ 上記エ・オともに，免許取得後又は卒業後等に改姓された場合は，そのことを証明で

きる書類（戸籍抄本等）を提出してください。 

※ 応募時に所要免許状の有効期間の満了の日又は修了確認期限を経過している人は，そ

のままで臨時教員として採用することはできませんので，更新講習を受講し，更新手続

きをとってください。 

 

４ 志願書類の受付期間 

  平成31年４月初旬の採用を希望する場合は，平成31年２月15日（金）までの期間内に提出し

てください。 

  なお，年度途中の採用については，平成31年２月15日（金）以降も応募を受け付けます。  



５ 志願書類の提出先 

   〒780-8571 高知市鷹匠町２丁目１－43  高知市たかじょう庁舎４階 

          高知市教育委員会 学校教育課（☎ 088-823-9479） 

   郵送の場合は，封筒の表に「臨時教員志願書在中」と朱書してください。 

 

６ 臨時的任用方法 

  平成31年度の教員編成計画の策定によって臨時教員を必要とする場合や正規教員の病気休暇

等で年度途中に補充が必要となった場合に，応募した人の中から個々に面接等の審査を行い，

地方公務員法第22条第５項，同法第３条第３項による常勤又は非常勤の臨時教員として採用し

ます。なお，全日制の課程に限らず，定時制の課程で勤務していただく場合があります。 

 

７ その他 

⑴ この要項による応募の有効期限は，平成32年３月31日までとします。 

⑵ 地方公務員法第22条第６項の規定により，臨時教員として任用されても，正式任用に際し

ていかなる優先権をも与えられません。 

⑶ 平成21年４月１日から教員免許更新制が施行されました。この要項による臨時教員志願者

も免許更新制の対象者となり，免許状更新講習の受講が可能です。 


